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○大型貨物自動車等の最高速度は
「80km/h」

のまま変更ありません。
○最高速度は「110km/h」に引き上げられますが

天候・路面状況に応じた安全な速度
で走行してください。

注意事項！

岩手県警察本部 ホームページ閲覧は
こちらから →

※ 試行区間は、上記IC間30.6kmのうちの約27kmです。



「最高速度110km/h」の試行の概要

平成27年度に行われた「高規格の高速道路における速度規制の見直しに関する
調査研究」委員会での提言において、東北自動車道は設計速度120km/hの高規格
高速道路の中で、「渋滞の発生が少ないこと」や「死傷事故率が低いこと」等から試
行の対象となったものです。その中でも、「花巻南ＩＣ」～「盛岡南ＩＣ」間は、

○ 「交通集中」による渋滞発生回数が少ないこと
○ １km当りの交通事故率が低いこと

等の理由から、試行区間として選定しました。

高速自動車国道における法定の最高速度が100km/hとなっている
車両を対象とします。
法定の最高速度が100km/hとなっている車両は、

○ 大型乗用自動車（大型バス等）
○ 中型乗用自動車（マイクロバス等）
○ 特定中型貨物自動車を除いた中型貨物自動車

（車両総重量８トン未満・最大積載量5トン未満）
○ 準中型自動車
○ 普通自動車
○ 125CCを超える自動二輪車

となります。

最高速度が110km/hに引き上げられますが、110km/hで走行する
必要はありません。
十分な車間距離を保ち、進路変更する際は、進路変更しようとする

車線の安全確認を確実に行っていただくとともに、交通状況に応じた
安全な速度で走行してください。

試行区間を走行する際の留意事項

最高速度が「110km/h」となる対象車両

110



「最高速度110km/h」のＱ＆Ａ
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規制速度の引上げに伴い、実勢速度がどのように変化するか、速
度差のある車両の混在が交通の流れや安全性にどのくらい影響す
るのか完全に予測できないことから、まずは一部の区間において、
規制速度を110km/hに引上げ、実勢速度や事故実態等の変化の状
況を見た上で、規制速度120km/hへの引上げや、他の路線、他区間
の引上げの検討を行うこととするものです。

Ｑ２ 試行とは、具体的にどのようなことを行うのか？

Ｑ１ なぜ、規制速度を引き上げるのか？

有識者からなる「高規格の高速道路における速度規制の見直し
に関する調査研究委員会」の提言で、

○ 高規格の高速道路における速度規制を更に交通事故抑
止に資するものとしつつ、高速道路の効用をより高めること
を目的とする

○ 高速道路で見られる実勢速度と規制速度の乖離状況が
改善されることにより、取締り等と合わせた適切な速度管理
の必要性に関する国民の理解の促進につながり、速度規制
の実効性が増す

と示されたことから、試行を行うこととしました。
なお、車両感知器データを用いた花巻南ICから盛岡南IC間の実

勢速度は、100～120km/hの間となっています。

Ｑ３ 試行区間では､どのような速度標識が設置されているのか？

最高速度が110km/hに引き上がる車両用の標識と、最高
速度を80km/hのまま据え置く車両用(大型トラック等)の標
識２種類が設置されます。
それぞれの速度標識板の下には、対象車両を示す補助

標識板や区間の始まり・終わりを示す矢印の補助標識板が
設置されております。
なお、この速度標識は、悪天候や道路工事等により、最高

速度が80km/hや50km/hに変更される仕組みになっていま
す。
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試行後における平均速度の上昇度合い、交通事故の発生状況や季
節ごとの交通状況の変化による影響等も含めた分析を行う必要があ
るため、最低でも１年は実施することとしています。

Ｑ６ 試行はいつまで実施するのか？

Ｑ５ 大型貨物自動車等の規制速度を据え置くと、普通自動車等
との速度差が増大し、危険性が大きくなるのでは？

現在、大型貨物自動車には、スピードリミッターの装着が義務づけ
られており、規制速度の引上げにより速度差が生じることになります
が、規制速度の引上げに当たっては、

○ 合流時の注意喚起を促す看板の設置
○ 適切な臨時交通規制の実施
○ 速度超過等違反者に対する取締り及びパトロールの強化

等により、一定の安全レベルの確保を図ります。

大型トラックについては、
○ 貨物の状況によって走行が不安定になる場合があること
○ 積載量に応じて制動距離が長くなること
○ 他の車両より重量が大きいため同一速度でも運動エネル
ギーが大きくなり、事故発生時に被害が重大化しやすいこと

から、引き上げの対象としないこととしました。

Ｑ４ 法定速度が80km/hとなっている大型トラックは、
なぜ引上げの対象としないのか？


